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　会員にとって役に立つ「千葉県からの情報」を提供いただき
掲載しています。詳しくは県庁ＨＰをご参照ください。

　講　　師：加藤 美香保 氏（弁護士） 

福島県いわき市出身　　早稲田大学卒業

平成16年弁護士登録　　平成20年より千葉商科大学および大学院において教員

現在都内の浅田・中嶋・加藤法律事務所において執務

防衛省・人事院・警視庁をはじめとした官公庁、経済団体、企業、学校等での

ハラスメントに関するセミナー講師経験多数

　申 込 先：千葉県雇用労働課労働環境班 

　メール・電話で申し込む場合 

「氏名」「社名」「役職」「市町村名」「電話番号」をご連絡ください。（個人の場合は、「社名」「役職」は不要）

死 koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp　　　　　　　　　　緯 043－223－2743

　ファクスで申し込む場合 

千葉県ホームページから申込書をダウンロードし、

必要事項を記入の上、ご送信ください。

　会　　場：千葉県自治会館9階第1・2会議室（千葉市中央区中央4－17－8） 

駐車場、駐輪場はございませんのでご注意ください。

　電　　　車 

ＪＲ千葉駅から徒歩15分　ＪＲ本千葉駅から徒歩10分　京成千葉中央駅から徒歩5分

　モノレール 

千葉都市モノレール県庁前駅から徒歩3分

　主催：千葉県　後援：千葉労働局 

職場のハラスメント防止セミナ職場のハラスメント防止セミナーー
判例から学ぶハラスメント防止～快適な職場を保つために判例から学ぶハラスメント防止～快適な職場を保つために～～
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